
 

 

「都市計画マスタープラン」等の改定に向けた 

意見募集等について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１都市計画マスタープラン 

・ 市町村の都市計画の基本方針  

・ 市民や企業等の皆様のまちづくりへの参画を促し、  

協働でまちづくりを進めるためのツール  

 

※２都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等 

・ 都市計画の目標、土地利用、都市施設の整備や市街地開発事

業等に関する主要な都市計画の決定方針等  

 

１ 都市計画マスタープラン                         

 

(1) 令和５年 12 月上旬頃 

・市民の皆様が考える「未来のまちの姿」等について、ご意見や考えを募ります。 

・意見の募集は、世代や居住地等を問わず、率直な意見を幅広く伺っていけるよ

う、スマートフォンからお手軽に投稿いただけるようにするほか、市庁舎２階

にもご意見を提出できる専用スペースを設けます。 

 

(2) 令和６年２月～３月頃 

 ・市民や企業の皆様を対象に参加者を募集し、ワークショップを開催します。 

 

◆具体的な日程や参加者の募集等については、記者発表やホームページ、広報

よこはまなどでお知らせいたします。 

◆いただいたご意見や対話の結果等については、都市計画マスタープランの素案

等に反映してまいります。 

◆令和６年度以降も、都市計画手続きに合わせプラン案へのご意見を伺ってまい

ります。 

 

市連会 11 月定例会資料  

令和５年 1 1 月 1 0 日  

都 市 整 備 局 企 画 課  

現在、都市づくりに関する方針である「都市計画マスタープラン※１」等※２に

ついて、令和７年度改定に向けて検討を進めています。  
今後、意見募集やワークショップ等を実施し、市民や企業の皆様から「まち

づくり」に対する思いやニーズ等を伺いながら改定してまいりますので、今後

の予定をお知らせします。  
なお、実施内容・時期等の詳細については、リーフレットや広報よこはま、

ホームページ等を活用して順次周知させていただきます。  

都市計画マスタープラン  

（現行版：平成 25 年改定）  

裏面あり  



２ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 等                    

 

○令和６年１月末から２月上旬 

 ・市が作成する都市計画市素案（案）の内容等について、市内６箇所で開催  

予定の説明会や説明動画の配信等によりご説明するとともに、都市計画市素

案（案）に対する意見募集を行ってまいります。 

 

 ◆説明会の日程や会場等の詳細については、12 月下旬から配布等を行う予定の

リーフレットや広報よこはま１月号などでご確認ください。 

 

 

３ 問合せ先                                

  都市整備局企画課 TEL：671-3749   担当：岡田、水谷、東、齊藤 


